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第５章 地域医療構想 

 

 

１．策定の背景  
 

○ 急速に人口減少や高齢化が進む中、令和７年(2025年)には、いわゆる「団塊

の世代」が全て75歳以上となるため、今後、医療や介護を必要とする方が増

加し、疾病構造にも変化が生じることから、将来の人口構造に対応した医療

提供体制の構築が必要となります。 
 

○ 少子化の影響により、15～64歳の生産年齢人口の更なる減少が見込まれる

中、医療や介護を支える人材を確保・育成していくことも重要です。 
 

○ このような中、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（以下「医療介護総合確保推進法」とい

う。)の施行により医療法が改正され、都道府県ごとに、地域において将来あ

るべき医療体制の構築に向けた「地域医療構想」を定めることとなりました。 

 

２．構想策定の目的と内容 
 

○ 地域医療構想は、一般病床及び療養病床について、病床の機能区分(高度急

性期、急性期、回復期、慢性期)ごとの将来の医療需要と病床数の必要量等を

推計し、地域ごとの令和７年(2025年)のあるべき医療提供体制の姿とその実

現に必要となる施策の方向性を示すもので、主に次の事項を定めます。 

 

・ 構想区域における病床の機能区分ごとの将来(令和７年(2025年))の病

床数の必要量 

・ 構想区域における将来(2025年)の居宅等における医療需要 

・ 地域医療構想の実現に向けた病床の機能分化及び連携を推進するため

の施策 

 

３．構想の位置付け  
 

○ 地域医療構想は、医療法第30条の４第２項第７号及び第８号に規定する病

床の機能の分化及び連携を推進するためのもので、宮崎県医療計画の一部と

して平成28年(2016年)10月に策定しました。 
 

○ 医療介護総合確保推進法に基づく都道府県計画や介護保険事業支援計画

等の関連計画との整合性も図ることとしています。 

 

４．目標年次  
 

○ 令和７年(2025年)を目標年次とします。 

 

 

 

 

 

第１節 総 論 
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５．構想区域  
 

(1) 設定の考え方 
 

○ 地域医療構想においては、人口構造の変化や医療の需要動向、医療提供

施設の配置状況の見通し等を考慮して、一体の区域として地域における病

床の機能分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を

「構想区域」として設定することとされています。 

 

(2) 本県における構想区域 
 

○ 構想区域は二次医療圏を基本とした上で、今後の人口構造の変化の見通

しや受療動向等を考慮して設定するものであり、本県においては二次医療

圏と同じ区域を構想区域として設定しています。 
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６．令和７年(2025年)の医療需要と病床数の必要量  
 

(1) 医療需要と病床数の必要量の推計方法 
 

○ 医療需要(推計入院患者数)は、病床の機能区分(高度急性期、急性期、回

復期、慢性期、在宅医療等)ごとに、法令等に規定される算定式と、厚生労

働省の示す構想区域ごとの基礎データをもとに構想区域ごとに推計し、地

域の事情を考慮して算出しています。 
 

○ 病床機能は、患者に対して行われた１日当たりの診療行為を、診療報酬

の出来高点数で換算した値(医療資源投入量)等により区分されています。 
 

○ 「慢性期」と「在宅医療等」の需要については、「慢性期」で入院してい

る者の一定数が、将来「在宅医療等」で対応することになることを想定し

て算出しています。 
 

○ 「慢性期」の医療需要については、入院受療率の地域差が生じているこ

とから、この差を一定の幅の中で縮小させる目標を設定することとします。 
 

○ 病床数の必要量は、医療需要を法令で定められた病床稼働率で割り戻し

て算出しています。(高度急性期 0.75、急性期 0.78、回復期機能 0.09、

慢性期機能 0.92) 

 

    ≪４つの病床の機能区分≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構想区域 構 成 す る 市 町 村

延岡西臼杵 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

日 向 入 郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町

宮崎東諸県 宮崎市、国富町、綾町

西 都 児 湯 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町

日 南 串 間 日南市、串間市

都城北諸県 都城市、三股町

西 諸 小林市、えびの市、高原町

高度急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診
療密度の特に高い医療を提供するもの

急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医
療を提供するもの(高度急性期機能に該当するものを除く｡)

回復期機能 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビ
リテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、
大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活におけ
る基本的動作を行う能力をいう｡)の向上及び在宅復帰を目的とし
たリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む｡)

慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度
の障害者(重度の意識障害者を含む｡)、筋ジストロフィー患者、
難病患者その他の疾患の患者を含む｡)を入院させるもの
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≪令和７年(2025年)の医療需要の算定式≫ 

構想区域の令和７年(2025年)の医療需要＝[当該構想区域の平成25年度

(2013年度)の性・年齢階級別の入院受療率×当該構想区域の令和７年

(2025年)の性・年齢階級別推計人口]を総和したもの 

 

   ≪病床の機能別分類の境界点(C1～C3)の考え方≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 在宅復帰に向けた調整を要する幅を見込み 175 点で区分して推計します。なお、175 点未満の 

患者数については、慢性期機能及び在宅医療等の患者数として一体的に推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ≪地域の実情に配慮した病床の推計の特例について≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療資源投入量 基本的考え方

高度急性期

※

急性期

回復期

救命救急病棟やＩＣＵ、ＨＣＵで実施するような重傷
者に対する診療密度が特に高い医療(一般病棟等で実
施する医療も含む)から、一般的な標準治療へ移行す
る段階における医療資源投入量

急性期における医療が終了し、医療資源投入量が一定
程度落ち着いた段階における医療資源投入量

在宅等においても実施できる医療やリハビリテーショ
ンの密度における医療資源投入量

ただし、境界点に達してから退院調整等を行う期間の
医療需要を見込み175点で推計する。

C1 

3,000 点 

C2 

600 点 

C3 

225 点 
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(2) 病床機能ごとの医療需要の見込み(県全体) 
 

○ 令和７年(2025年)の１日当たりの医療需要は、「高度急性期」は 749 人、

「急性期」は 2,617 人、「回復期」は 3,615 人、「慢性期」は 2,452 人とな

る見込みです。 
 

○ 「急性期」と「回復期」は令和12年(2030年)頃まで増加することが見込

まれていますが、令和22年(2040年)にはすべての病床機能で減少へ転じる

推計となっています。 
 

○ 今後は「回復期」の需要が高くなる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 在宅医療等の医療需要の見込み(県全体) 
 

○ 在宅医療等の医療需要については、今後ますます増加することが見込ま

れています。 

 

 

 

 

 

 

(4) 構想区域ごとの令和７年(2025年)の医療需要 
 

○ 構想区域ごとの医療需要については、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人/日 
病床機能ごとの医療需要の見込み(県全体) 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸 計

高度急性期 80.8 26.3 418.2 12.9 27.6 163.2 20.0 749.0

急性期 326.1 140.6 1,249.5 118.1 128.2 527.1 127.6 2,617.2

回復期 469.5 314.1 1,191.4 373.6 242.5 665.3 358.3 3,614.8

慢性期 284.3 166.2 884.5 298.0 373.6 256.1 189.5 2,452.4

合計 1,160.8 647.3 3,743.6 802.6 772.0 1,611.7 695.5 9,433.4

在宅医療等 2,033.5 844.6 6,523.8 1,183.7 854.9 2,184.4 1,279.6 14,904.4

令和７年(2025年)における病床機能ごとの医療需要の見込み(構想区域別) 
単位：人/日 

単位：人/日 

2013年 2025年 2040年

在宅医療等（特例） 11,383.9 14,904.4 14,918.1

（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 5,604.1 7,025.6 8,266.1
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(5) 病床機能ごとの病床数の必要量の見込み(県全体) 
 

○ 令和７年(2025年)における病床数の必要量は 11,037 床で、2030年頃ま

で増加することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 各構想区域における令和７年(2025年)の病床の必要量 
 

○ 構想区域ごとの病床の必要量については、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 慢性期特例を適用する場合の令和12年(2030年)における病床数の必要量 
 

○ 構想区域の慢性期機能の令和７年(2025年)における病床数の必要量に

ついて特例を適用して推計した場合は、令和12年(2030年)における病床

数の必要量を併記することとされています。 
 

○ 本県においては上記(6)のうち、日南串間構想区域、西諸構想区域、西都

児湯構想区域及び日向入郷構想区域が必要な要件を満たしていること

から、慢性期について特例を適用して推計値の算定をしています。 

 

 

 

 

 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸 計

高度急性期 108 36 558 18 37 218 27 999

急性期 418 181 1,602 152 165 676 164 3,356

回復期 522 349 1,324 416 270 740 399 4,017

慢性期 309 181 962 324 407 279 206 2,666

合計 1,357 746 4,445 908 877 1,911 795 11,037

令和７年(2025年)における病床機能ごとの病床の必要量の見込み(構想区域別) 
単位：床 

単位：床 
病床機能ごとの病床数の必要量の見込み(県全体) 

単位：床 

日向入郷 西都児湯 日南串間 西諸

慢性期 169 298 343 162

令和12年(2030年)における慢性期病床の必要量 

208



第５章 地域医療構想 

 

７．病床機能の現状等  
 

(1) 病床機能報告制度の状況 
 

○ 平成26年(2014年)の改正医療法により設けられた病床機能報告制度は、

医療機関が有する病床(一般病床・療養病床)において、担っている病床機

能を医療機関自らが選択し、病棟単位(看護体制の１単位)を基本として都

道府県に報告するものです。 
 

○ 病床機能の報告に加えて、構造設備や医療スタッフの配置状況、具体的

な医療内容に関する項目等についても報告することとされています。 
 

○ 病床機能報告制度に基づき報告された内容は、各構想区域の関係者に提

供するとともに、宮崎県庁ホームページ等に掲載し公表することで、医療

を受ける患者・住民を含め、広く情報を提供していきます。 
 

○ この報告内容をもとに、毎年度、地域医療構想調整会議において、その

地域に不足する病床機能への転換状況の把握や構想区域内での関係者間

の連携推進に係る協議等に活用しています。 

 

(2) 病床機能報告と将来の病床数の必要量との比較 
 

○ 令和４年度(2022年度)の病床機能報告では、高度急性期が811床(5.7％)、

急性期が7,217床(50.9％)、回復期が2,272床(16.0％)、慢性期が3,315床

(23.4％)となっています。 
 

○ 令和４年度(2022年度)の病床機能報告と令和７年(2025年)の病床数の

必要量を比較すると、現状では急性期が過剰で、回復期は大きく不足して

います。 
 

○ 病床数全体では、現状値が約 3,100 床程度過剰となっています。 
 

○ 病床の必要量を超える部分については、病床数自体を削減することを意

味するものではなく、超高齢社会に対応するために必要な病床機能を把握

し、各地域の関係者による自主的な取組を基本として、地域の事情に即し

た将来の医療提供体制を構築するために活用することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病床機能報告値の推移と病床数の必要量との比較(県全体) 
単位：床 
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≪延岡西臼杵≫ 

項　目

高度急性期 67 床 高度急性期 108 床

急性期 1,004 床 急性期 418 床

回復期 333 床 回復期 522 床

慢性期 463 床 慢性期 309 床

（休棟等） 40 床

計 1,907 床 計 1,357 床

在宅医療等の必要量 2,033.5 人/日

高度急性期 3.5 ％ 高度急性期 8.0 ％

急性期 52.6 ％ 急性期 30.8 ％

回復期 17.5 ％ 回復期 38.5 ％

慢性期 24.3 ％ 慢性期 22.7 ％

（休棟等） 2.1 ％

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

病床数

病床数
(構成比)

≪日向入郷≫ 

項　目

高度急性期 0 床 高度急性期 36 床

急性期 442 床 急性期 181 床

回復期 241 床 回復期 349 床

慢性期 179 床 慢性期 181 床

（休棟等） 38 床

計 900 床 計 746 床

在宅医療等の必要量 844.6 人/日

高度急性期 0.0 ％ 高度急性期 4.8 ％

急性期 49.1 ％ 急性期 24.2 ％

回復期 26.8 ％ 回復期 46.7 ％

慢性期 19.9 ％ 慢性期 24.2 ％

（休棟等） 4.2 ％

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

病床数

病床数
(構成比)

≪宮崎東諸県≫ 

項　目

高度急性期 707 床 高度急性期 558 床

急性期 2,501 床 急性期 1,602 床

回復期 823 床 回復期 1,324 床

慢性期 1,027 床 慢性期 962 床

（休棟等） 146 床

計 5,204 床 計 4,445 床

在宅医療等の必要量 6,523.8 人/日

高度急性期 13.6 ％ 高度急性期 12.6 ％

急性期 48.1 ％ 急性期 36.0 ％

回復期 15.8 ％ 回復期 29.8 ％

慢性期 19.7 ％ 慢性期 21.6 ％

（休棟等） 2.8 ％

病床数
(構成比)

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

病床数

210



第５章 地域医療構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪西都児湯≫ 

項　目

高度急性期 0 床 高度急性期 18 床

急性期 475 床 急性期 152 床

回復期 115 床 回復期 416 床

慢性期 487 床 慢性期 324 床

（休棟等） 45 床

計 1,122 床 計 908 床

在宅医療等の必要量 1,183.7 人/日

高度急性期 0.0 ％ 高度急性期 2.0 ％

急性期 42.3 ％ 急性期 16.7 ％

回復期 10.2 ％ 回復期 45.7 ％

慢性期 43.4 ％ 慢性期 35.6 ％

（休棟等） 4.0 ％

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

病床数

病床数
(構成比)

≪日南串間≫ 

項　目

高度急性期 4 床 高度急性期 37 床

急性期 497 床 急性期 165 床

回復期 120 床 回復期 270 床

慢性期 505 床 慢性期 407 床

（休棟等） 61 床

計 1,187 床 計 877 床

在宅医療等の必要量 854.9 人/日

高度急性期 0.3 ％ 高度急性期 4.2 ％

急性期 41.9 ％ 急性期 18.8 ％

回復期 10.1 ％ 回復期 30.7 ％

慢性期 42.5 ％ 慢性期 46.3 ％

（休棟等） 5.1 ％

病床数

病床数
(構成比)

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

≪都城北諸県≫ 

項　目

高度急性期 33 床 高度急性期 218 床

急性期 1,816 床 急性期 676 床

回復期 384 床 回復期 740 床

慢性期 353 床 慢性期 279 床

（休棟等） 177 床

計 2,763 床 計 1,911 床

在宅医療等の必要量 2,184.4 人/日

高度急性期 1.2 ％ 高度急性期 11.4 ％

急性期 65.7 ％ 急性期 35.3 ％

回復期 13.9 ％ 回復期 38.7 ％

慢性期 12.8 ％ 慢性期 14.6 ％

（休棟等） 6.4 ％

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

病床数

病床数
(構成比)
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≪西諸≫ 

項　目

高度急性期 0 床 高度急性期 27 床

急性期 482 床 急性期 164 床

回復期 256 床 回復期 399 床

慢性期 301 床 慢性期 206 床

（休棟等） 50 床

計 1,089 床 計 795 床

在宅医療等の必要量 1,279.6 人/日

高度急性期 0.0 ％ 高度急性期 3.4 ％

急性期 44.3 ％ 急性期 20.6 ％

回復期 23.5 ％ 回復期 50.1 ％

慢性期 27.6 ％ 慢性期 25.9 ％

（休棟等） 4.6 ％

令和４年度(2022年度)
病床機能報告値

令和７年(2025年度)における
病床数の必要量

病床数

病床数
(構成比)
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第２節 将来予測等 

 

１．将来人口  
 

(1) 県全体の将来人口等 
 

○ 本県の人口は令和７年(2025年)には約102万人、令和22年(2040年)には

約89万人となり、今後ますます人口減少が進む見通しです。 
 

○ 年齢構成別にみると、０～14歳の年少人口と15～64歳の生産年齢人口は

経年的に減少していく一方で、65歳以上の高齢者人口は、令和７年(2025

年)頃にピークを迎え、その後減少に転じると推計されています。 
 

○ 令和７年(2025年)以降、高齢者人口は減少に転じますが、高齢化率は増

加を続け、令和22年(2040年)には38.5％にまで増加すると推計されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 構想区域ごとの将来人口等 
 

○ 構想区域ごとの人口を見ると、令和２年(2020年)時点では、宮崎東諸

県構想区域が最大で約43万人となっており、県人口全体の約４割を占め

ています。 
 

○ 各構想区域の将来人口を見ると、宮崎東諸県構想区域や都城北諸県構想

区域は比較的緩やかな減少傾向にある一方で、その他の構想区域は急激に

減少していくことが見込まれています。 
 

○ 全ての構想区域において高齢化が進行する見通しであり、特に日南串間

構想区域と西諸構想区域では、令和７年(2025年)に高齢化率が40％を超え、

他の構想区域よりも高齢化の進行速度が速い傾向にあります。 
 

○ 構想区域の設定に関しては、人口減少や人口構造の変化を考慮しながら、

今後も継続して検討していく必要があります。 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５年推計)」） 

 ※以下構想区域別将来人口推計も同じ。 

(人) 
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２．医療機関の整備状況 
 

○ 構想区域別の医療機関(精神科病院を除く病院及び一般有床診療所)数で

は、宮崎東諸県構想区域が84施設と一番多く、全体の約34％を占めていま

す。一方、医療機関数が一番少ない構想区域は日南串間構想区域で15施設

となっています。 
 

○ 人口10万人対病床数では、日南串間構想区域が 1,760.0 床と一番高くなっ

ており、一番低い構想区域は日向入郷構想区域で1,066.1床となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．入院受療動向  
 

(1) 県全体の入院患者数の現状と将来推計 
 

○ 県全体の入院患者の将来推計は、高齢人口の増加に伴い増加傾向にあり

ます。 
 

○ 令和12年(2030年)には、推計入院患者数に占める75歳以上の割合が約７

割以上となる見通しです。 
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延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸

医療機関数(病院及び一般有床診療所)及び人口10万人対病床数

医療機関数(精神科病院を除く） 人口10万人対病床数(一般病床、療養病床)

(施設)
(床)

（出典：厚生労働省「医療施設調査(令和４年)」をもとに宮崎県作成） 

（出典：厚生労働省「令和２年患者調査」をもとに宮崎県独自推計） 

※ 精神及び行動の障害を除く入院患者数の推計値。以下、構想区域ごとの推計入院患者数も同じ。 
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(2) 各構想区域の入院患者の現状と将来推計 
 

○ 日南串間と西諸構想区域の推計入院患者数はすでに減少局面にあるも

のの、令和７年(2025年)には75歳以上の入院患者が全体の７割を超える

ことが見込まれています。 
 

○ 延岡西臼杵と西都児湯構想区域の推計入院患者数は、概ね横ばいで推移

する見通しです。 
 

○ 宮崎東諸県、都城北諸県、日向入郷構想区域の推計入院患者数は当面増

加する見通しですが、特に宮崎東諸県構想区域は他の圏域と比べて推計患

者数の増加率が大きく、令和17年(2040年)には、１日あたり4,000人以上の

入院患者が見込まれています。 
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(3) 構想区域別入院受療状況 
  

○ 構想区域別の入院医療動向を見ると、延岡西臼杵、宮崎東諸県、日南串

間、都城北諸県構想区域では完結率(居住地に所在する医療機関に入院し

ている割合)が８割以上となっている一方で、日向入郷、西都児湯構想区域

の完結率は６割台となっています。 
 

○ 宮崎東諸県構想区域には県下全域からの流入が見られ、特に西都児湯、

日向入郷構想区域から多く流入しています。 
 

○ 日向入郷構想区域では、主に延岡西臼杵や宮崎東諸県構想区域の２地域

への流出が確認できます。 
 

○ 西都児湯構想区域では、３割以上が宮崎東諸県構想区域に流出している

ことが分かります。 
 

   ○ 西諸構想区域では、主に宮崎東諸県、都城北諸県構想区域の２地域へ流

出しています。 
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(4) 疾病等の分類別に見た入院受療状況 
  

○ 悪性新生物(がんなど)においては、宮崎東諸県構想区域の完結率は

99.4％と非常に高くなっている一方、西都児湯構想区域では完結率が２割

台と非常に低く、その７割以上が宮崎東諸県構想区域に流出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 脳血管疾患においては、ほとんどの構想区域で完結率が９割を超えてい

ますが、西都児湯構想区域の完結率は５割台となっており、その３割以上

が宮崎東諸県構想区域に流出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪悪性新生物における入院受療状況≫ 

(出典：宮崎県医療政策課「令和４年度宮崎県入院患者実態調査」をもとに作成) ※以下同じ。 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸

延岡西臼杵 84.2% － 15.8% － － － － 100%
日 向 入 郷 35.6% 43.7% 20.7% － － － － 100%
宮崎東諸県 － － 99.4% － － － 0.6% 100%
西 都 児 湯 － 1.2% 72.1% 25.6% － 1.2% － 100%
日 南 串 間 － － 20.3% － 75.0% 4.7% － 100%
都城北諸県 － － 22.1% － 0.6% 74.7% 2.6% 100%
西 諸 1.5% － 27.7% － － 12.3% 58.5% 100%

医療機関所在地
合計

患
者
住
所
地

≪脳血管疾患における入院受療状況≫ 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸
延岡西臼杵 98.1% 1.3% 0.6% － － － － 100%
日 向 入 郷 4.3% 94.6% 1.1% － － － － 100%
宮崎東諸県 0.2% － 98.0% 1.0% － 0.2% 0.5% 100%
西 都 児 湯 0.7% 6.3% 36.4% 56.6% － － － 100%
日 南 串 間 － － 5.1% － 94.9% － － 100%
都城北諸県 － － 2.6% － － 95.3% 2.1% 100%
西 諸 － － 4.9% － － － 95.1% 100%

医療機関所在地
合計

患
者
住
所
地

病院の一般病床及び療養病床の流出患者の状況【再掲】 

患者住所 延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸 県外 総計 流出率

延岡西臼杵 82.5% 1.6% 5.8% 2.3% 0.1% 0.0% 0.0% 7.7% 100.0% 17.5%

日向入郷 14.7% 67.6% 11.2% 4.7% 0.3% 0.1% 0.0% 1.3% 100.0% 32.4%

宮崎東諸県 0.0% 0.0% 95.2% 1.5% 0.3% 0.4% 1.2% 1.3% 100.0% 4.8%

西都児湯 0.6% 1.4% 32.7% 62.8% 0.3% 0.4% 0.3% 1.4% 100.0% 37.2%

日南串間 0.0% 0.0% 8.0% 0.1% 86.2% 1.4% 0.3% 4.0% 100.0% 13.8%

都城北諸県 0.0% 0.0% 8.4% 0.8% 0.6% 81.1% 1.8% 7.3% 100.0% 18.9%

西諸 0.1% 0.0% 9.6% 0.1% 0.4% 6.4% 76.7% 6.6% 100.0% 23.3%

医療機関所在地

(出典：宮崎県医療政策課「令和４年度宮崎県入院患者実態調査」ほか) 
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○ 心血管疾患においては、延岡西臼杵、宮崎東諸県、西諸構想区域で完結

率が９割以上となっていますが、西都児湯構想区域の完結率が低く、宮崎

東諸県構想区域への流出が多いことが確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 糖尿病においては、日向入郷構想区域の完結率が６割と一番低く、延岡

西臼杵構想区域と宮崎東諸県構想区域にそれぞれ２割が流出している状

況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 精神疾患においては、全体的に完結率が８割を超えている一方、西都児

湯構想区域では完結率が５割台となっており、その多くが宮崎東諸県構想

区域に流出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪心血管疾患における入院受療状況≫ 

※ 「虚血性心疾患」、「その他の心疾患」を集計したもの 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸
延岡西臼杵 90.0% 1.4% 8.6% － － － － 100%
日 向 入 郷 3.4% 79.3% 17.2% － － － － 100%
宮崎東諸県 － － 100.0% － － － － 100%
西 都 児 湯 － － 34.7% 65.3% － － － 100%
日 南 串 間 － － 11.4% － 88.6% － － 100%
都城北諸県 － － 15.6% － － 81.3% 3.1% 100%
西 諸 － － 7.0% － － － 93.0% 100%

医療機関所在地
合計

患
者
住
所
地

≪糖尿病における入院受療状況≫ 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸
延岡西臼杵 100.0% － － － － － 0.0% 100%
日 向 入 郷 20.0% 60.0% 20.0% － － － 0.0% 100%
宮崎東諸県 － － 100.0% － － － 0.0% 100%
西 都 児 湯 5.3% － 26.3% 68.4% － － 0.0% 100%
日 南 串 間 － － 5.3% － 94.7% － 0.0% 100%
都城北諸県 － － 2.9% － － 97.1% 0.0% 100%
西 諸 － － － － － － 100.0% 100%

医療機関所在地
合計

患
者
住
所
地

≪精神疾患における入院受療状況≫ 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸
延岡西臼杵 87.4% 8.6% 1.2% 2.3% 0.1% 0.4% － 100%
日 向 入 郷 6.9% 89.6% 1.4% 2.1% － － － 100%
宮崎東諸県 － 0.4% 94.7% 2.9% 0.2% 1.5% 0.2% 100%
西 都 児 湯 1.0% 13.1% 32.3% 52.5% 0.7% － 0.3% 100%
日 南 串 間 － － 4.1% － 93.0% 2.7% 0.2% 100%
都城北諸県 － － 2.3% 1.0% － 94.8% 1.9% 100%
西 諸 0.3% － 3.2% 0.3% － 8.7% 87.5% 100%

合計

患
者
住
所
地

医療機関所在地
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○ 救急医療においては、全体的に構想区域内での救急搬送が８割を超えて

いますが、西都児湯構想区域の自構想区域内への搬送率は６割台となって

おり、４割近くが宮崎東諸県構想区域へ搬送されている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 小児医療においては、宮崎東諸県構想区域は９割以上の完結率となって

いますが、その他の構想区域は流出が多く、宮崎東諸県構想区域への集中

が見られます。特に、日向入郷、西都児湯、西諸構想区域の完結率が非常

に低くなっていることが確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 周産期医療においては、延岡西臼杵、宮崎東諸県構想区域で完結率が９

割を超えている一方、日向入郷、西諸構想区域の完結率は０％となってお

り、日向入郷からは延岡西臼杵へ、西諸からは都城北諸県への流出が多く

見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸 県外

延岡西臼杵 98.76% 0.92% 0.10% 0.02% － － － 0.20% 100%
日 向 入 郷 15.80% 82.21% 1.91% 0.08% － － － － 100%
宮崎東諸県 － 0.01% 99.69% 0.21% 0.03% 0.04% 0.02% － 100%
西 都 児 湯 0.35% 1.75% 36.85% 61.03% － － 0.03% － 100%
日 南 串 間 － － 4.65% － 93.58% 0.19% 0.04% 1.55% 100%
都城北諸県 － － 0.90% － － 96.35% 1.24% 1.50% 100%
西 諸 － － 2.89% － － 4.49% 89.79% 2.82% 100%

搬
送
元

搬送先
合計

≪救急医療における搬送状況≫ 

≪小児医療における入院受療状況≫ 

※ 0～14 歳の入院患者を集計したもの 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸

延岡西臼杵 53.8% 7.7% 38.5% － － － － 100%
日 向 入 郷 31.3% 6.3% 43.8% 12.5% 6.3% － － 100%
宮崎東諸県 － － 96.8% － 3.2% － － 100%
西 都 児 湯 7.1% － 78.6% 7.1% 7.1% － － 100%
日 南 串 間 － － 33.3% － 66.7% － － 100%
都城北諸県 － － 26.3% － 2.6% 71.1% － 100%
西 諸 － － 77.8% － － 22.2% 0.0% 100%

合計

患
者
住
所
地

医療機関所在地

≪周産期医療における入院受療状況≫ 

延岡西臼杵 日向入郷 宮崎東諸県 西都児湯 日南串間 都城北諸県 西諸

延岡西臼杵 94.4% － 5.6% － － － － 100%
日 向 入 郷 81.3% 0.0% 12.5% － 6.3% － － 100%
宮崎東諸県 － － 96.0% 2.0% － 2.0% － 100%
西 都 児 湯 22.2% 22.2% 33.3% 22.2% － － － 100%
日 南 串 間 － － 11.1% － 77.8% 11.1% － 100%
都城北諸県 － － 14.6% － 2.1% 83.3% － 100%
西 諸 － － 40.0% － － 60.0% 0.0% 100%

医療機関所在地
合計

患
者
住
所
地
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第３節 病床の機能分化・連携の推進 
 

１．推進体制  
 

○ 構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設置しています。 
 

○ 地域医療調整会議では、医療機関や市町村等の関係者間で地域の医療体制

の現状を分析するとともに、地域にふさわしい医療提供体制の構築に向けた

議論を深め、医療機関等の自主的な取組を促します。 

 

２．推進施策の方向  
 

地域にふさわしいバランスのとれた将来の医療提供体制の構築に向けて、地

域医療介護総合確保基金を活用し、次のとおり施策の方向性を定めています。 

なお、この施策の方向性の下に実施される具体的な事業については、毎年度

策定する地域医療介護総合確保基金に係る都道府県計画に記載し、進捗等を管

理しています。 

 

(1) 病床の機能分化・連携の推進 
 

 ○ 体制構築のための施策 
 

【主な取組】 

① 
将来的に不足が見込まれている回復期機能への病床転換に必要となる

施設・設備整備の推進 

② 
がんや急性心筋梗塞、救急医療、周産期医療など構想区域内で完結する

ことが難しい疾病等への対応に必要な施設・設備整備の推進 

③ 
遠隔診療等の医療の ICT 化に係るシステム整備の支援など 

医療機関同士や医療機関と訪問看護事業所等の連携の推進 

④ 地域の実情に応じた病床機能の異なる医療機関の役割分担・連携促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ 人材確保のための施策 
 

【主な取組】 

① 
地域の医療介護連携において中心的役割を担うリーダーやコーディネ

ーターとなる人材の養成 

② 

在宅医療における必要な連携を担う拠点等と連携した切れ目のない医

療と介護を提供するための専門職協議の場の設置、退院及び在宅復帰を

支える多職種連携のための研修の実施 
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(2) 各地域医療構想区域の関係者への支援 
 

   【主な取組】 

① 
病床機能の分化・連携の検討に資するデータ提供による地域で必要とさ

れる病床機能・診療機能の明確化 

② 
各地域医療調整会議への地域医療構想アドバイザー派遣による議論の

促進 
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